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　地域のために活動するNPO、ボランティア、自治会など、市民の方々の「やる気」を応援するため、助成金を
交付します。この助成金は「新たな取組応援事業」と「スタート応援事業」の2種類があり、これから活動を始める、
あるいは活動を始めたばかりのNPO法人などの基盤整備にも交付します。

▶対象団体・対象事業など　

新たな取組応援事業 スタート応援事業

対象団体
10人以上で構成され、市内に主たる事務所
を置くNPOもしくは地域活動団体

市内に主たる事務所を置くNPO法人で設立
後3年以内または助成金申請後1年以内に
NPO法人格の取得を予定している団体

対象事業

新たに取り組む事業で、次に掲げるいずれか
に該当するもの
（1） 子育て、教育、福祉などの“ひとの元気”

事業
（2） 支え合い、防犯、防災などの“地域の元気”

事業
（3） 観光、国際、環境、文化、歴史などの“ま

ちの元気”事業

活動開始期における広報活動、人材育成、備
品購入などの基盤整備事業

対象経費

事業に直接的に係る経費。ただし、次に掲げ
る経費は、助成金の交付対象外。
（1） 団体の事務費などの経常的経費
（2） 団体の事務所などを維持するための経費
（3） 団体の構成員による飲食費、交通費およ

び宿泊費
（4） 団体の構成員に対する人件費および謝礼
（5） その他助成することが適当でないと認め

られる経費

活動開始期の基盤整備に係る経費（備品購入
した場合は、NPO法人格取得後、特定非営
利活動促進法第32条の規定に従うこと）。
ただし、次に掲げる経費は交付対象外。
（1） 団体の事務費などの経常的経費
（2） 団体の事務所などを維持するための経費
（3） 団体の構成員による飲食費、交通費およ

び宿泊費
（4） 団体の構成員に対する人件費および謝礼
（5） その他助成することが適当でないと認め

られる経費

上 限 額 100,000円 50,000円

交付制限 1団体につき1年度1事業 1団体につき1回のみ

▶対象期間　助成を実施する当該年度の交付決定日から同年度2月末日まで
▶助 成 率　2分の1
▶申請方法　助成金の交付を希望する団体は、事業提案をし、採択後に助成金申請をしてください。
▶提案受付期間　5月2日㈪～平成29年1月31日㈫
▶提案受付方法　 地域づくり支援課で配布している提案書（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入

の上、添付書類と共に持参、郵送、Ｅメールのいずれかの方法で提出してください。【持参・郵送】
〒361－8601 行田市本丸2－5 行田市地域づくり支援課【Ｅメール】chiikizukuri@city.gyoda.
lg.jp

　　　　　　※ただし、予算がなくなり次第、終了となります。
▶採択事業の決定　 行田市市民公益活動推進委員会による審査結果を踏まえ、可否を決定します。また、審査結果は

全ての団体に通知します。
▶問い合わせ　同課協働推進担当（内線253）

ご活用ください

市民活動やる気応援助成制度
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　地域経済と雇用を支える多くの中小企業・事業者の皆さん
が、変化の多い時代を成長のチャンスと捉えて挑戦し、将来に
わたって経営を維持することが、地域の発展につながります。
　市では、そうした成長意欲のある中小企業・事業者の皆さん
を重点的に支援する「エコノミック・ガーデニング事業」の一環
として、平成27年度に補助制度をつくり、今年度見直しを行
いました。

名　　　称 内　　　容 補助割合・交付限度額

事業拡大設備投資補助金
事業の高度化、競争力の強化を図るための
新たな設備投資経費に対する補助金
※勉強会への参加が条件

対象経費の２分の１
【上限交付額】３００万円
【下限交付額】５０万円

就業規則等策定補助金
従業員の子育てを支援する制度を含む就業
規則などの策定および改定のための経費に
対する補助金

対象経費の２分の１
【上限交付額】１０万円

求人合同説明会・ビジネス交流
会等出展補助金

従業員の確保を目的とする求人説明会や、
販路拡大のための交流会・商談会などへの
出展経費に対する補助金

対象経費の２分の１
【上限交付額】５万円
※年度内３回まで

事業所ホームページ立ち上げ
支援補助金

ホームページを開設していない事業者が、
外部に依頼して新たに作成するための経費
に対する補助金

対象経費の３分の２
【上限交付額】２万円

従業員資格取得補助金
市内企業で働く市民を対象に、指定された
資格の試験受験料に対する補助金

対象経費の全額

▶問い合わせ　商工観光課産業振興担当（内線384）


